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各種相談 

権利擁護総合相談（無料）

地域福祉権利擁護事業（有料）

成年後見制度利⽤⽀援（無料）

相談日時

専門職による権利擁護専門相談（無料）

知的障がい、精神障がいや認知症などにより、⾃分で物事を判断することが十分
でない⽅々の福祉サービスの利⽤⽀援や成年後⾒制度に関する総合的な相談をお
受けします。

福祉サービス利⽤のための援助や日常的な金銭管理、重要な書類などのお預かり
をします。

成年後⾒制度の利⽤の相談をお受けし、具体的な⼿続⽅法などの⽀援を行います。

土曜・日曜・祝日・年末年始を除いた 9 時 00 分から 17 時 30 分まで
有楽町総合労働相談コーナーは 9 時 30 分から 17 時 30 分まで

成年後⾒制度とは
知的障がい、精神障がいや認知症などで判断能⼒の不十分な⽅々は、財産管理や介護サー
ビス・施設への⼊所などについての契約をはじめ、遺産分割などの法律行為を⾃ら行うこ
とが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような場合に法
律的に⽀援する制度が成年後⾒制度です。
成年後⾒人は家庭裁判所に親族などが申立てをすることで選任されます。申立てを行う親
族がいない場合、区⻑が申立てを行います。

専⾨職が、権利擁護や成年後⾒制度に関する法律相談や専⾨的な相談をお受けし
ます（予約制）。

解雇、労働条件、採⽤、いじめ、セクシャルハラスメント等を含めた労働問題に
関する相談を専⾨の相談員が対応します。

区内のバリアフリー化等についての相談業務を行っています。また、区
と区民、事業者、地域活動団体が協働でバリアフリー等を推進していく
ため、板橋区ユニバーサルデザイン推進条例及び板橋区福祉のまちづく
り整備指針に基づき、区民や事業者へ情報提供等を行っています。

権利擁護に関する相談

労働問題に関する相談

問合　板橋区社会福祉協議会　権利擁護いたばしサポートセンター
　　　☎ 5943-7070　FAX 3964-0245

問合　有楽町総合労働相談コーナー（東京労働局）
　　　☎ 0120-601-556

バリアフリー等に関する相談窓口
問合　障がい政策課ユニバーサルデザイン推進係
　　　☎ 3579-2252　FAX 3579-4159
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82 から 85 ページは、生活上の各種相談に関することについてご案内しています 

 

権利擁護に関する相談、お問合せは板橋区社会福祉協議会、権利擁護いたばしサポートセンター、電話０３

－5943－7070、ＦＡＸ０３－3964-0245 

権利擁護総合相談（無料） 

知的障がい、精神障がいや認知症などにより、自分で物事を判断することが十分でない方がたの福祉サービ

スの利用支援や成年後見制度に関する総合的な相談をお受けします 

地域福祉権利擁護事業（有料） 

福祉サービス利用のための援助や日常的な金銭管理、重要な書類などのお預かりをします 

専門職による権利擁護専門相談（無料） 

専門職が、権利擁護や成年後見制度に関する法律相談や専門的な相談をお受けします（予約制） 

成年後見制度利用支援（無料） 

成年後見制度の利用の相談をお受けし、具体的な手続ほう法などの支援を行います 

成年後見制度とは 

知的障がい、精神障がいや認知症などで判断能力の不十分な方がたは、財産管理や介護サービス、施設への

入所などについての契約をはじめ、遺産分割などの法律行為を自ら行うことが困難であったり、悪徳商法な

どの被害にあうおそれがあります。このような場合に法律的に支援する制度が成年後見制度です 

成年後見人は家庭裁判所に親族などがもうし立てをすることで選任されます。もうし立てを行う親族がい

ない場合、区長がもうし立てを行います 

 

労働問題に関する総合、お問合せは有楽町総合労働相談コーナー（東京労働局）、電話 0120－601－556 

解雇、労働条件、採用、いじめ、セクシャルハラスメント等を含めた労働問題に関する相談を専門の相談員

が対応します 

相談日時 

土曜、日曜、祝日、年末年始を除いた 9 時 00 分から 17 時 30 分まで 

有楽町総合労働相談コーナーは、9 時 30 分から 17 時 30 分まで 

 

バリアフリーとうに関する相談窓口、お問合せは障がい政策課ユニバーサルデザイン推進係、電話０３－

3579－2252、FAX０３－3579－4159 

区内のバリアフリー化とうの相談業務や、情報提供等を行っています 
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相談日時

対象になる方

土曜・日曜・祝日・年末年始を除いた９時から 17 時まで
保健福祉オンブズマンとの面談は事前にお問合せください。

世帯の収⼊が⽣活保護制度で決められている基準以下の世帯。
ただし、資産があるときは適⽤にならない場合もあります。

＊保健福祉サービスとは
ホームヘルパーの派遣、福祉⼿当の給付、保育園の⼊園、乳幼児健診など保健福祉に関す
る各種サービスの提供・金銭及び物品の給付、施設への⼊所、処遇内容、利⽤契約の締結
や履行に関する事項等です。

区民の⽅が、区・都・国及び民間の事業者が提供する保健福祉サービス＊を利⽤
して苦情が⽣じた時に、保健福祉オンブズマンに苦情の申立てをしていただき解
決を図っていく制度です。弁護⼠、大学教授等からなる４人の保健福祉オンブズ
マンが、利⽤者の苦情申立てを受け付け、行政内部の判断ではなく公正中立な立
場で調査を行い、必要と判断した場合、事業者に対して、意⾒表明やサービスの
是正を勧告しています。
費⽤は無料です。お気軽にご相談ください。

保健福祉サービスに関する苦情解決機関
（保健福祉オンブズマン制度）

問合　保健福祉オンブズマン事務局　☎ 3579-2890
　　　FAX 3579-2046

生活保護（生活の相談）
問合　所管の福祉事務所（14 ページ参照）

病気やけが、失業などで⽣活に困るとき、ご相談ください。

⺠生委員・児童委員
問合　生活⽀援課庶務係　☎ 3579-2352
　　　FAX 3579-2046

民⽣委員・児童委員は、地域の中で援助を必要とする⽅の様々な相談に応じ、区
や関係機関へつなぐなど相談⽀援を行っています。民⽣委員・児童委員の中には
児童に関する相談⽀援を専⾨に行う主任児童委員もいます。
担当の民⽣委員・児童委員が不明な場合はお問合せください。
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生活保護（生活の相談）、お問合せは所管の福祉事務所、14 ページ参照 

病気やけが、失業などで生活に困るとき、ご相談ください 

対象になる方 

世帯の収入が生活保護制度で決められている基準以下の世帯 

ただし、資産があるときは適用にならない場合もあります 

 

保健福祉サービスに関する苦情解決機関（保健福祉オンブズマン制度）、お問合せは保健福祉オンブズマン

事務局、電話 03－３579－2890、FAX 03－3579－2046 

区民の方が、区、都、国及び民間の事業者が提供する保健福祉サービスを利用して苦情が生じた時に、保健

福祉オンブズマンに苦情のもうし立てをしていただき解決を図っていく制度です 

弁護士、大学教授等からなる４人の保健福祉オンブズマンが、利用者の苦情もうし立てを受け付け、行政内

部の判断ではなく公正中立な立場で調査を行い、必要と判断した場合、事業者に対して、意見表めいやサー

ビスの是正を勧告しています。費用は無料です。お気軽にご相談ください 

保健福祉サービスとは 

ホームヘルパーの派遣、福祉手当の給付、保育園の入園、乳幼児健診など保健福祉に関する各種サービスの

提供、金銭及び物品の給付、施設への入所、処遇内容、利用契約の締結や履行に関する事項等です 

相談日時 

土曜、日曜、祝日、年末年始を除いた９時から 17 時まで 

保健福祉オンブズマンとの面談は事前にお問合せください 

 

民生委員、児童委員、お問合せは福祉部生活支援課庶務係、電話 03－3579－2352、FAX03－3579

－2046 

民生委員、児童委員は、地域の中で援助を必要とする方の様々な相談に応じ、区や関係機関へつなぐなど相

談支援を行っています。民生委員、児童委員の中には児童に関する相談支援を専門に行う主任児童委員もい

ます。担当の民生委員、児童委員が不明な場合はお問合せください 

 



84

13
各
種
相
談

身体障がい者相談員
問合　障がいサービス課福祉係　☎ 3579-2362
　　　FAX 3579-2364

区⻑の委嘱を受けた民間の相談員が、身体障害者⼿帳を所持している⽅の養育や
⽣活などの身近な相談に応じています。

知
ち て き

的障
しょう

がい者
しゃ

相
そうだんいん

談員
問
とい

合
あわせ

　障
しょう

がいサービス課
か

福
ふく

祉
し

係
がかり

　☎ 3579-2362
　　　  FAX 3579-2364

区
くちょう

⻑の委
いしょく

嘱を受
う

けた民
みんかん

間の相
そうだんいん

談員が、愛
あい

の⼿
てちょう

帳を所
し ょ じ

持している⽅
かた

の養
よういく

育や⽣
せいかつ

活な
どの身

み ぢ か
近な相

そうだん
談に応

おう
じています。

担当地区 種別 ⽒名 電話 / ＦＡＸ / メール

板橋

肢体 堀
ほ り い

井　真
ま ゆ み

由美 （電話・FAX）03-3579-4920

肢体 石
い し い

井　伸
しんいち

一
（電話）090-4951-4665
（E メール）ryuhandfavor@yahoo.co.jp

聴覚 越
お ち

智　大
だいすけ

輔 （FAX）03-3579-0781

⾼次脳機能障害 曾
あ い だ

⽥　玉
た ま み

美
（電話）03-3579-8421
（E メール）mejiro_aida@yahoo.co.jp

⾚塚

肢体（親）
肢体不⾃由・医療的ケア・知的 峰

みねまつ

松　利
り え

江 （電話）03-3559-8305
視覚 古

ふるむら

村　法
の り お

尾 （電話）03-5383-1744
肢体（親） 福

ふくはら

原　佳
よ し こ

⼦ （電話）03-5997-9610
聴覚 遠

えんどう

藤　一
かずひろ

洋 （FAX）03-6755-9925

志村

肢体（親）
身体障がい・重度重複障がい 藤

ふ じ い

井　亜
あ き こ

紀⼦ （電話・FAX）03-3559-5380

肢体 塩
しおじり

尻　輝
て る お

雄
（電話）070-5519-8422
（E メール）teruo-s@willcom.com　　

聴覚 十
と し ま

島　典
のりひろ

弘 （FAX）03-3966-9091
視覚 橋

はしもと

本　妙
た え こ

⼦ （電話）090-5573-5482

担
たんとう

当地
ち く

区 種
しゅべつ

別 ⽒
し め い

名 電
で ん わ

話 /F
ふぁっくす

AX/ メール

板
いたばし

橋

知的・身体重複 渡
わたなべ

辺　理
り つ こ

津⼦ （電話）03-3579-5777
⾃閉症、発達障害、

ADHD ⼭
やまざき

﨑　憲
け ん じ

司
（電話）090-8746-6621
（E メール）soudan@yamazakike.com

⾃閉症、発達障害 渡
わたなべ

邉　政
ま さ こ

⼦
（電話・FAX）03-3955-1439
（電話）090-1104-6335
（E メール）norinori7856@yahoo.co.jp

ダウン症 須
す が

賀　香
か お り

織 （電話）03-6876-9460

⾚
あかつか

塚

⾃閉症 古
ふるかわ

川　ちおり （電話）090-6547-6197
⾃閉症 野

の は ら

原　恵
めぐみ （電話）03-3939-5421

⾃閉症 北
きたむら

村　晶
あ き こ

⼦
（電話）090-2302-9553
（FAX）03-3976-5056

志
し む ら

村
ダウン症 齊

さいとう

藤　明
あ き こ

⼦ （電話・FAX）03-5994-4158
発達障害 ⼩

こ や ま

⼭　直
な お こ

⼦ （電話）03-3965-4735
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身体障がい者相談員、お問合せは障がいサービス課福祉係、電話 03－3579－2362、FAX03－3579

－2364 

区長の委嘱を受けた民間の相談員が、身体障害者手帳を所持している方の養育や生活などの身近な相談に応じて

います。 

肢体、視覚、聴覚、高次機能障害、肢体（親）（肢体不自由・医療的ケア・知的）また、（身体障がい・重度重複障

がい）など、障がいごとに相談員がいますので、詳しくは障がいサービス課福祉係までご相談ください 

 

 

知的障がい者相談員、お問合せは障がいサービス課福祉係、電話 03－3579－2362、 FAX03－3579

－2364 

区長の委嘱を受けた民間の相談員が、愛の手帳を所持している方の養育や生活などの身近な相談に応じて

います 

知的・身体重複、自閉症、発達障害、ADHD、ダウン症など、障がいごとに相談員がいますので、詳しくは障が

いサービス課福祉係までご相談ください 
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板橋区消費者センター
問合　板橋区消費者センター相談専⽤　☎ 3962-3511
　　　消費者ホットライン 　☎１８８

商品やサービスをめぐる契約・解約に関するトラブルで、「おかしいな」「困ったな」
と思ったら、消費者センターへお電話ください。

相談受付日時
板橋区消費者センター　⽉曜〜金曜　9：00 〜 16：30（祝日・年末年始を除く）
土・日・祝日は消費者ホットラインをご利⽤ください。（年末年始を除く）
※ ⾳声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のＩＰ電話、プリペ

イド式携帯電話からはご利⽤できません。以下の窓口へつながります。
東京都消費⽣活総合センター  土曜　　　  9：00 〜 17：00 
国民⽣活センター      土日祝日　10：00 〜 16：00

様々な虐待に対応するため、障がい者虐待防⽌センターなどで、通報・届け出の
受理、相談を行っています。
○虐待専⽤電話（24 時間 365 日）☎ 3550-3406・FAX 3550-3410
　障がい者虐待防⽌センター　⽉曜〜土曜、祝日　9 時から 17 時
　※ 上記以外の時間帯は、障がい者虐待電話相談窓口（コールセンター）による

オペレーター対応になります。
・養護者による障がい者虐待の相談は以下でも受付けています。
　身体・知的…各福祉事務所（14 ページ）
　精神…各健康福祉センター（15 ページ）
＜その他＞
・⾼齢者虐待専⾨相談室　　　　（65 歳以上）　☎ 5970-7348
・⼦ども家庭総合⽀援センター　（18 歳未満）　☎ 5944-2373
・配偶者暴⼒相談⽀援センター　☎ 5860-9510　配偶者からの暴⼒（DV）相談

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、国の行政機関や地⽅公
共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別を禁⽌しています。障が
いによる差別に関する相談窓口は以下のとおりです。
○板橋区障がい政策課⾃立⽀援係
　☎ 3579-2089　FAX3579-4159

〈区立幼稚園及び区立⼩・中学校について〉
○板橋区教育委員会教育総務課庶務係
　☎ 3579-2603　FAX3579-4214

障がい者虐待防止
問合　障がい政策課自⽴⽀援係　☎ 3579-2089

障がいを理由とする差別に関する相談
問合　各相談窓口へ
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板橋区消費者センター、お問合せは板橋区消費者センター相談専用、電話 03－3962－3511、消費者ホ

ットライン、電話イチハチハチ 

商品やさーびすをめぐる契約、解約に関するトラブルでおかしいな、困ったなと思ったら、消費者センター

へお電話ください 

相談受付日時 

板橋区消費者センター、月曜から金曜の 9 時から 16 時 30 分（祝日、年末年始を除く） 

土曜、日曜、祝日は消費者ホットラインをごりようください。（年末年始を除く） 

音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください 

一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からはごりようできません 

以下の窓口へつながります。 

東京都消費生活総合センター、土曜の 9 時から 17 時 

国民生活センター、土曜、日曜、祝日の 10 時から 16 時 

 

障がい者虐待防止、お問合せは障がい政策課自立支援係、電話 03－3579－2089 

様々な虐待に対応するため、障がい者虐待防止センターなどで、通報・届け出の受理、相談を行っています。 

虐待専用電話（24 時間 365 日）電話 03－3550－3406、FAX 03－3550－3410 

障がい者虐待防止センター、月曜から土曜、祝日の９時から 17 時 

上記以外の時間帯は、障がい者虐待電話相談窓口（コールセンター）によるオペレーター対応になります。 

養護者による障がい者虐待の相談は以下でも受付けています。 

身体、知的障がいは各福祉事務所（14 ページ参照） 

精神障がいは各健康福祉センター（15 ページ参照） 

その他 

高齢者虐待専門相談室（65 歳以上）、電話 03－5970－7348 

子ども家庭総合支援センター（18 歳未満）、電話 03－5944－2373 

配偶者暴力相談支援センター、配偶者からの暴力（DV）相談、電話 03－5860－9510  

 

障がいを理由とする差別に関する相談 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、国の行政機関や、ちほう公共団体等及び民間事

業者による障がいを理由とする差別を禁止しています。障がいによる差別に関する相談窓口は以下のとお

りです。 

板橋区障がい政策課自立支援係、電話 03－3579－2089、FAX03－3579－4159 

区立幼稚園及び区立小・中学校について 

板橋区教育委員会教育総務課庶務係、電話 03－3579－2603、FAX03－3579－4214 




